
詳
し
い
閲
覧
、
縦
覧
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。
ご
不
明
な
点
は
市
税

務
課
固
定
資
産
税
係
（

０
８
３
７

５
２
３
４
）
ま
で
お
問
合
せ
下
さ

い
。こ

の
制
度
は
、
主
に
納
税
義
務

者
が
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
よ
り
、

自
己
の
資
産
に
つ
い
て
課
税
内
容

を
確
認
で
き
る
制
度
で
す
。

固
定
資
産
の
売
買
・
相
続
・
家

屋
の
新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
・

土
地
の
現
況
が
変
わ
っ
た
人
、
土

地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
終
了
の

土
地
所
有
者
、
お
よ
び
地
籍
調
査

登
記
完
了
の
土
地
所
有
者
な
ど
、

自
分
の
資
産
に
つ
い
て
確
認
し
た

い
人
は
、
次
の
要
領
で
閲
覧
で
き

ま
す
。

※
納
税
者
に
は
、
納
付
書
と
同
時

に
課
税
明
細
書
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
こ
の
明
細
書
で
も
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

閲
覧
開
始
日

４
月
１
日

か
ら
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
は
除
く
）

※
４
月
１
日

か
ら
30
日

ま
で

は
手
数
料
は
無
料
で
す

閲
覧
時
間

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

閲
覧
場
所

市
税
務
課
固
定
資
産
税
係
、

各
総
合
支
所
総
務
課
税
務
係
、

各
出
張
所

※
本
庁
、
美
東
総
合
支
所
、
秋
芳

総
合
支
所
お
よ
び
全
て
の
出
張

所
で
の
電
算
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
発
行
が

可
能
で
す

閲
覧
で
き
る
人

納
税
者

納
税
義
務
者

納
税
者
と
同
居
の
親
族
（
確
認

が
必
要
と
な
り
ま
す
）

※
納
税
者
と
別
居
し
て
い
る
親
族

は
委
任
状
が
必
要
で
す

借
地
人
お
よ
び
借
家
人
（
確
認

が
必
要
と
な
り
ま
す
）

※
当
該
権
利
の
目
的
で
あ
る
土
地

ま
た
は
家
屋
に
つ
い
て
記
載
さ

れ
た
部
分
の
み

納
税
者
か
ら
の
委
任
状
持
参
の

人納
税
管
理
人

固
定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利

を
有
す
る
一
定
の
人
（
法
の
定

め
に
よ
る
管
理
人
・
管
財
人
な
ど
）

※
当
該
権
利
の
対
象
と
な
る
固
定

資
産
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
部

分
の
み

賦
課
期
日
（
平
成
21
年
１
月
１

日
）
以
後
の
新
所
有
者

こ
の
制
度
は
、
納
税
者
が
自
己

の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
と
他
の

土
地
や
家
屋
の
評
価
額
を
比
較
で

き
る
制
度
で
す
。
縦
覧
を
希
望
さ

れ
る
人
は
次
の
要
領
で
縦
覧
が
で

き
ま
す
。

縦
覧
期
間

４
月
１
日

〜
30
日

（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

縦
覧
時
間

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

縦
覧
場
所

美
祢
地
域
分
↓
市
税
務
課
　

美
東
地
域
分
↓
美
東
総
合
支
所

秋
芳
地
域
分
↓
秋
芳
総
合
支
所
　

（
各
出
張
所
で
は
縦
覧
で
き
ま

せ
ん
）

縦
覧
で
き
る
人

納
税
者

納
税
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
人

（
必
ず
委
任
状
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
）

納
税
者
と
同
居
の
親
族
お
よ
び

納
税
管
理
人
（
確
認
の
た
め
納

税
通
知
書
・
課
税
明
細
書
な
ど

を
持
参
し
て
下
さ
い
）

※
納
税
者
と
別
居
し
て
い
る
親
族

は
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す

※
縦
覧
で
き
る
人
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
た
め
、
納
税
通
知
書
・

課
税
明
細
書
ま
た
は
運
転
免
許

証
な
ど
、
本
人
と
確
認
で
き
る

も
の
を
窓
口
に
て
ご
提
示
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す

縦
覧
方
法

窓
口
備
え
付
け
の
縦
覧
整
理
票

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記
載

事
項
は
、
コ
ピ
ー
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
願

い
ま
す

メ
モ
を
取
る
場
合
は
、
備
え
付

け
の
メ
モ
用
紙
に
お
願
い
し
ま

す本
人
所
有
の
土
地
や
家
屋
以
外

の
評
価
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

個
人
情
報
の
保
護
の
観
点
か
ら

詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
願
い
ま
す

縦
覧
期
間
経
過
後
は
開
示
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

固
定
資
産
税
に
お
け
る
土
地
の

課
税
地
籍
（
面
積
）
は
、
土
地
登

記
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
地
籍

（
登
記
地
籍
）
を
用
い
る
の
が
原
則

で
す
が
、
旧
秋
芳
町
で
は
地
籍
調

査
で
地
籍
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

も
、
未
調
査
地
区
と
の
税
負
担
の

均
衡
を
考
慮
し
、
例
外
的
な
取
扱

い
（
地
籍
調
査
前
の
地
籍
を
課
税

地
籍
と
す
る
）
を
し
て
き
ま
し
た
。

昭
和
57
年
か
ら
開
始
し
た
旧
秋

芳
町
の
地
籍
調
査
事
業
も
、
全
て

の
登
記
手
続
き
が
完
了
し
、
計
画

区
画
の
地
籍
調
査
が
終
了
し
ま
し

た
。
平
成
21
年
度
か
ら
は
原
則
と

し
て
地
籍
調
査
後
の
登
記
地
籍
で

固
定
資
産
税
の
課
税
を
行
う
こ
と

と
な
り
、
税
額
が
変
わ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
予
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

2009年（平成 21 年）3月15日　



市
で
は
平
成
19
・
20
年
度
の
２

カ
年
計
画
で
有
線
テ
レ
ビ
の
高
度

化
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の

た
び
、
光
フ
ア
イ
バ
ー
網
が
完
成

し
、
美
祢
地
域
で
地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
が
視
聴
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
に

は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
対
応
テ
レ
ビ

や
地
上
デ
ジ
タ
ル
チ
ュ
ー
ナ
ー
な

ど
が
必
要
で
す
。
視
聴
す
る
た
め

に
は
、
初
期
設
定
か
ら
地
上
デ
ジ

タ
ル
放
送
の
チ
ャ
ン
ネ
ン
設
定
を

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
取
扱
説

明
書
な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

現
在
M
Y
T
で
放
送
し
て
い
る

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
は
県
内
波
の

み
で
す
。
県
外
波
に
つ
い
て
は
、

各
放
送
局
と
の
調
整
が
済
み
次
第
、

放
送
を
開
始
し
て
い
く
予
定
で
す
。

な
お
、
ア
ナ
ロ
グ
放
送
は
平
成

23
年
（
２
０
１
１
年
）
７
月
ま
で

継
続
し
て
視
聴
で
き
ま
す
。

ま
た
、
美
祢
地
域
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
関
し
て
は
、
有
線
テ
レ

ビ
高
度
化
に
よ
り
敷
設
し
た
光
フ

２
０
１
１
年
７
月
24
日
の
地
上

デ
ジ
タ
ル
完
全
移
行
に
む
け
て
、

支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
受
信
者

の
皆
さ
ま
へ
デ
ジ
タ
ル
移
行
に
つ

い
て
、
意
義
や
疑
問
点
な
ど
を
わ

か
り
や
す
く
丁
寧
に
説
明
し
、
相

談
に
答
え
る
た
め
、「
山
口
県
テ

レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」

（
愛
称：

デ
ジ
サ
ポ
山
口
）
が
山

口
市
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

山
口
県
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ

ン
タ
ー
で
は
、
円
滑
な
地
デ
ジ
へ

の
移
行
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
具

体
的
な
取
り
組
み
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

○
テ
レ
ビ
受
信
状
況
の
調
査
・
把

握
（
測
定
車
に
よ
る
受
信
不
良

地
区
の
調
査
な
ど
）

○
共
聴
施
設
の
デ
ジ
タ
ル
化
促
進

へ
の
助
言
（
説
明
会
の
開
催
、

説
明
員
の
派
遣
な
ど
）

○
受
信
相
談
へ
の
丁
寧
な
対
応

（
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
原
因
が

特
定
で
き
な
い
相
談
へ
の
対
応

な
ど
）

○
き
め
細
や
か
な
説
明
・
訪
問
対

応
（
集
会
へ
の
説
明
員
の
派
遣

な
ど
）

「
な
ぜ
放
送
を
デ
ジ
タ
ル
に
す

る
の
？
」「
地
デ
ジ
を
見
る
に
は

ど
う
し
た
ら
い
い
の
？
」
な
ど
の

疑
問
、
質
問
に
お
答
え
す
る
た
め

の
町
内
会
・
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
の

集
会
へ
の
説
明
員
の
派
遣
な
ど
、

ご
希
望
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

総
務
省
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（

０
５
７
０
｜
０
７
｜
０
１
０

１
）

2009年（平成 21 年）3月15日

ァ
イ
バ
ー
を
使
用
し
、
山
口
ケ
ー

ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
が
運
営
を
行
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
サ
ー
ビ

ス
開
始
に
向
け
て
協
議
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
協
議
が
整
っ

た
後
、
加
入
申
込
時
期
・
サ
ー
ビ

ス
内
容
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

問
合
せ
先
　
市
地
域
情
報
課

（

０
８
３
７

１
１
２
８
）

平
日
　
９
時
〜
21
時
　
土
曜
・
日

曜
・
祝
日
　
９
時
〜
18
時

※
テ
レ
ビ
受
信
者
の
み
な
さ
ま
か

ら
の
ご
相
談
は
、
一
括
し
て
お

受
け
し
ま
す

※
I
P
電
話
な
ど
右
記
番
号
で
つ

な
が
ら
な
い
場
合
は
、（

０

３
｜
４
３
３
４
｜
１
１
１
１
）

で
お
受
け
し
て
い
ま
す

２
月
27
日
、
社
団
法
人
山
口
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
長
北
支
部
の
三
根
健
二

支
部
長
と
森
　
義
之
理
事
が
市
役
所
を
訪
れ
、
交
通
安
全
用
品
（
反
射
リ

ス
ト
＆
反
射
足
バ
ン
ド
）
４
、
３
４
０
個
を
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

社
団
法
人
山
口
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可

を
受
け
た
者
と
、
貨
物
運
送
取
扱
事

業
を
行
う
者
を
会
員
と
し
て
構
成
さ

れ
て
い
る
団
体
で
、
こ
の
た
び
、
高

齢
者
が
被
害
者
と
な
る
交
通
事
故
が

多
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者

の
交
通
事
故
防
止
を
図
る
た
め
、
反

射
材
を
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
の
た
め

有
効
に
活
用
し
ま
す
。

(

社)

山
口
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
長
北
支
部
が

交
通
安
全
用
品
を
寄
贈

左から森理事、三根支部長、村田市長


